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広島県の報告状況

• 報告対象注）２，７７５施設（うち診療所２，５４６施設）中
Ａ報告済；２，１４８施設（うち診療所１，９４６施設）
報告率＝２１４８/２７７５＝７７．４％
（うち診療所１９４６/２５４６＝７６．４％）

Ｂ報告中；１８６施設（うち診療所１６５施設）
C未報告；４４１施設（うち診療所４３５施設）

≪３月９日現在の報告率（広島県調べ）≫
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※報告率の向上を目的として、上記３月２日時点で報告を完了していない
対象医療機関に対し、個別に催促はがきを郵送（３月１３日発送）。

≪３月２日時点の報告率（厚生労働省調べ）≫

• 広島県；７５．３５％（全国平均；５２．２７％）
（４７都道府県中３位）

注）統計上、廃止中の医療機関を除く。



• ２次保健医療圏域別の報告状況

うち診療所医療機関全体
圏域 B＋C

施設数
C

未報告
B

報告中
A

報告率
A

報告済
報告
対象

B＋C

施設数
C

未報告
B

報告中
A

報告率
A

報告済
報告
対象

2972049378.4%1,0801,37730720610179.1%1,1621,469広島
1912784.2%1011202013785.0%113133広島⻄
53401375.2%16121461431874.9%182243呉
3227581.0%1361683227582.9%155187広島中央
51381372.1%13218353381574.0%151204尾三
120932769.8%277397125933271.7%317442福山・府中
2821767.8%59872921870.1%6897備北
60043516576.4%1,9462,54662744118677.4%2,1482,775広島県

（３月９日現在）
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※ G-MISや県ホームページ上でも、同様の内容を周知する。
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• 催促はがき内容



令和７年12月12日 かかりつけ医機能報告制度に係る第５回自治体向け説明会
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協議に関するスケジュール案
Ｒ９年度Ｒ８年度Ｒ７年度

４月〜６月１月〜３月９月〜１２月７月〜９月４月〜６月１月〜３月

か
か
り
つ
け
医

機
能
報
告

協
議
の
場

定期報告
（初回） 定期報告報告結果の

集計・分析・
HP等公表

変更報告
以降、
毎年度
繰り返し

報告（入力）完了後、報告内容を医療情報ネット（ﾅﾋﾞｲ）で公表

※ 適宜、
市町説明会
を開催

身近な地域における課題の検討
（市町）

協議の場に
おける

検討結果の
公表
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「協議の場」
へ提供

協議の場；地域医療構想調整会議
（２次保健医療圏域単位※）

※ 広島圏域については規模が大きいことから、さらに広島市、安芸郡、芸北地域の３エリアに
分けて、協議の場を設定する。


